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子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減

額調整措置の廃止を求める意見書 

 

 地方自治体では、従来より、地域の実情に応じ、工夫を凝らした

様々な少子化対策に真剣に取り組んできたところであります。特に、

子どもの医療につきましては、すべての地方自治体において、子育

て家庭の経済的負担を軽減し、安心して医療が受けられるよう、医

療費の自己負担を補助する地方単独の医療費助成を実施しています。 

 一方、国は、このような地方自治体の現物給付方式による医療費

助成の取り組みに対して、医療費の波及増分は実施自治体が負担す

べきものとして、本来国が負担すべき国民健康保険国庫負担金等の

減額調整措置を講じております。 

 今、国を挙げて少子化に伴う人口減少問題に全力で取り組むこと

が必要であります。この減額調整措置は、少子化対策という国の大

方針と逆行するものであります。子どもの医療に関わるセーフティ

ネットは、本来、国が責任を持って、社会保障政策の中に位置づけ、

自ら制度を構築すべきものであります。こうした減額調整措置を行

うことは、地方自治体による少子化対策の取り組みを阻害している

と言わざるを得ません。 

 少子化対策は、国と地方自治体が総力を挙げて取り組むべき喫緊

の課題です。国においては、国民健康保険国庫負担金等の減額調整

措置を直ちに廃止するよう、強く要請いたします。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２７年１２月１１日 

 

 

長沼町議会議長  駒 谷 広 栄 
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